
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊橋市内の実施医療機関 

１. 医療機関に確認・予約してください。 

２. 母子健康手帳と豊橋市の住民と分かるもの 

（子ども医療費受給者証など、外国籍の方は在留カード）を持って 

医療機関で接種してください。 

３. 接種費用から 2,000 円を引いた額を医療機関へお支払いください。 

場所 

＊豊橋市に住民票のある子が対象です。 

＊過去におたふくかぜにかかった子、おたふくかぜワクチンを既に２回接種した子は対象外です。 

＊市から予診票の発行はしません。医療機関にある予診票を使用してください。 

＊医師から十分な説明を受けたうえで接種しましょう。 

 

おたふくかぜワクチン供給不足により、 

助成期間を 1年間延長します 

豊橋市ではおたふくかぜ任意予防接種の 

一部助成を行っています。 

平成 31 年 4月 2日～令和 2年 4月 1日生まれ 

のみなさんへ 

接種の 
流れ 

豊橋市保健所 保健医療企画課 ☎ 0532-39-9109 FAX 0532-38-0780 問合せ 

期 間 令和 9年 3月 31 日まで 
助成額 1 回あたり 2,000 円 

 


